
 

議員提出議案第２８号 

 

南部丘陵の緑地保全に関する決議 

 

 本市南部に位置する南部丘陵は、本市を南北に流れる石津川水系の源流域であり、市街地の近

郊にありながら、自然豊かな一団の緑地が存在し、多様な生態系を育むとともに、緑地から供給

されたきれいな水を利用し育まれる「上神谷米」の豊かな水田地帯が広がり、古代から緑の恵み

を活用した人々の営みによって里地里山が形成されている地域である。 

 南部丘陵においては、散発的な開発や残土処分などによる土地利用転換により、依然として緑

地が減少しており、当該地における自然環境や営農環境への影響のほか、昨今の異常気象に伴う

風水害への備えが必要とされていることから、緑地がもつ洪水緩和や水資源貯留といった水源涵

養機能への影響や残土埋め立て工事に伴う市民生活への影響を心配する市民の声が後を絶たない。 

 このことは、本市議会にとっても非常に憂慮すべき状況である。 

 本市では、平成２２年９月に、本市の緑の保全と創出について、基本理念を定め、市、市民及

び事業者の責務を明らかにするとともに、緑の保全と創出に関する基本的施策を定め、都市緑地

法等の関係法令とあいまって、これを総合的にかつ計画的に推進するため、「堺市緑の保全と創

出に関する条例」が施行された。また、同年１０月には、市長から堺市緑の政策審議会へ「南部

丘陵の緑地保全の仕組みづくりについて」諮問され、平成２４年１１月には、同審議会から、都

市緑地法に基づく特別緑地保全地区制度の活用を含めた答申がされ、「堺市マスタープラン」を

はじめ「堺市都市計画マスタープラン」等関係計画に南部丘陵の緑地保全に関する施策の位置付

けがされている。特に「堺市緑の基本計画」においては、この答申の内容を施策と具体の事業に

反映させたものとなっている。 

 市当局においては、これらの計画に基づき、南部丘陵における緑地保全に関する普及啓発や当

該条例に基づく保全緑地の指定等に取り組んでいる。しかし、この答申において「南部丘陵の内、

特に保全を優先すべき地区（約１６０ｈａ）において、緑地保全に最も有効な緑地保全制度は

「特別緑地保全地区」であると考える。具体の施策の展開においては、特別緑地保全地区の全域

指定を長期的な視野で見据え、条件の整った場所から順次指定を進めることとする。」とあるが、

未だ特別緑地保全地区の指定がない。ついては、多様な自然環境や農業環境を有する里地里山を

保全し、現在及び将来の市民が健康で、安全・安心に暮らせる生活環境を確保するため、実効性

のある対策の実施が必要不可欠である。 

 そこで、本市議会は、下記の事項を強く求めるものである。 

  

記 

 

１．現在、都市計画手続きを進めている「鉢ヶ峯寺特別緑地保全地区」の指定を速やかに進める

こと。 

２．南部丘陵の内、特に保全を優先すべき地区（約１６０ｈａ）において、特別緑地保全地区の

指定を条件の整った場所から順次進めること。 

３．緑地保全は、市、市民及び事業者の協働により行われるよう普及啓発を継続的に実施するこ

と。 

 

以上、決議する。 
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